
 
 

令和 2年度 5月補正予算（案）の概要 

Ⅰ 予算の規模 

現計予算額 今回補正額 補正後の額 前年同期比※

一 般 会 計 25,232,000 千円 191,000 千円 25,423,000 千円 31.2％ 

特 別 会 計 8,358,069 千円 0 千円 8,358,069 千円 △ 0.4％ 

企 業 会 計 9,262,120 千円 49,000 千円 9,311,120 千円 0.7％ 

合 計 42,852,189 千円 240,000 千円 43,092,189 千円 16.4％ 

※前年同期比は、平成31年度当初予算額との比較 

Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策関係経費を措置 

・新型コロナウイルス感染症対策として、経営支援・子育て支援・感染症対策の３つの分野に

おいて、市独自の事業を中心に予算を計上 

・4 月補正予算と合わせると、新型コロナウイルス感染症対策として、総額 28 億 7,200 万円

の予算を措置（金額ベースで令和2年度一般会計当初予算の約13％相当） 

Ⅲ 歳出予算の主な事業                                   

【経営支援】雇用維持と事業継続支援 （単位：千円） 

【新】・新型コロナウイルス感染症緊急経営支援事業費 40,000 (漆器商工) 

①新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業要請を受け
た従業員数30名以上の宿泊施設に対する助成 
助成額：50万円（定額）

②石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等の対象外で、
休業等による感染拡大防止を行う宿泊事業者に対する助成 
助成額：20万円（定額）

③石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等の対象外の 
土産物店・美術品販売店(輪島塗)・飲食店に対する助成 
助成額：10万円（定額）

④石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等の対象外の 
輪島市朝市組合員に対する助成 
助成額：5万円（定額）

⑤中小企業経営安定資金融資を受けている事業者の令和2年度分
の利息を無利子化 

【新】・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 67,000 (漆器商工) 

石川県コロナウイルス感染症拡大防止協力金負担金 
（市負担割合1/3） 
助成額：中小企業  50万円（定額） 

個人事業主 20万円（定額） 
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【子育て支援】育児・教育支援   

【新】・子育て世帯への臨時特別給付金事業費 21,000 (福  祉) 

児童手当を受給する世帯に対し、児童 1人につき 1万円の臨時
特別給付金を給付 

【新】・子育て世帯への臨時特別給付金事務費等 400 (福  祉) 

臨時特別給付金にかかる事務費 

【新】・ひとり親家庭への臨時特別給付金事業費 6,000 (福  祉) 

ひとり親世帯に対し、児童・生徒 1人につき 2万円の臨時特別
給付金を給付 ※所得制限なし 

【新】・育児支援特別事業費 7,000 (福  祉) 

未就学児（ 0歳～6歳）1人につき 1万円の育児支援特別給付金
を給付 ※所得制限なし 

【新】・保育料等軽減事業費 1,000 (福  祉) 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市が自粛要請をし
た私立保育園および認定こども園に対し、保育料・副食費を減額
（公立保育所等市歳入は還付のため、予算措置なし） 

【新】・家庭教育支援特別事業費 36,000 (教育総務) 

保護者が市内在住の小学生から高校生までの児童・生徒1人につ
き 2万円の家庭教育支援特別給付金を給付 ※所得制限なし 
家庭学習用DVD（テレビ寺子屋収録）の配布 

【感染症対策】感染拡大防止と医療提供体制整備   

【新】・新型コロナウイルス感染症対策費 5,000 (総  務) 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する対策費用 
（市民への広報や衛生用品の購入など） 

【新】・感染症防疫等作業従事者特殊勤務手当の拡充 30,000 (病  院) 

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するため、人
事院規則の改正に伴い、職種や業務内容に応じた手当を追加 

【新】・医療従事者の一時的な宿泊場所の確保等 8,000 (病  院) 

新型コロナウイルス感染症の治療に携わる医療従事者が宿泊施設
等を一時利用する経費（国・県の助成制度、臨時交付金活用） 

【新】・感染症対策用消耗備品購入 2,000 (病  院) 

発熱外来用テント・パーテーション等の購入 
（臨時交付金活用） 

【新】・感染症対策用医療機器購入 9,000 (病  院) 

新型コロナウイルス感染症対応用医療機器の購入 
（国・県の助成制度、臨時交付金活用）） 
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